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①機能強化への対応
→キャンパスの機能・役割の強化

②大学教育の質的転換への対応
→学修支援環境の充実，国際競争力の強化

③地域再生の核となる大学づくり
→公共性，地域再生の拠点形成，社会モデルの提示

①防災機能の強化
→安全・安心の確保、防災機能の強化

②地球環境問題への対応
→地球温暖化対策の推進，地域・国際社会への貢献

③施設運営の効率化
→マネジメントの推進、既存資源の活用

２．大学改革への対応 ３．キャンパスに関する社会的要請への対応

②これまでの取組①国立大学等の役割

「キャンパスの創造的再生～社会に開かれた個性輝く大学キャンパスを目指して～」報告書 （概要）
平成２５年３月 国立大学等のキャンパス整備の在り方に関する検討会

第１章 キャンパスに関する取組と今日的課題

１．これまでの国としての取組

第２章 キャンパスの目指すべき方向性

教育研究活動
を支える

①大学の役割を支える ②キャンパスを特徴付ける

第３章 今後のキャンパスづくりの在り方

２．キャンパスの目指すべき方向性

●キャンパスの質的向上●

〈キャンパスの機能・役割の強化〉

〈学修支援環境の充実〉

〈国際競争力の強化〉

〈安全・安心で持続可能なキャンパスの形成〉

〈公共性のある空間としての活用〉

〈地域再生の拠点形成〉

〈社会のモデルとしての活用〉

●開かれたキャンパスの実現●

創 造 的 再 生
既存キャンパスの長所を生かしていくことを前提に，知恵とアイデアを集め、大学の機能強化や個性・特色の伸長につながるキャンパスに再生

１．キャンパスづくりの基本的考え方：「創造的再生」

第４章 キャンパスの創造的再生に向けての推進方策

２．国に求められる取組
・人材育成の促進
・支援の充実（財政的支援・技術的支援・ 情報提供）
・フォローアップ

１．国立大学等に求められる取組
・全学的推進体制と愛着の醸成
・キャンパスマスタープランの充実
・キャンパス空間のマネジメントの強化

２．キャンパスづくりの留意事項

１．キャンパスに求められる基本的機能・役割

「戦略」をデザイン 「協働」をデザイン 「工程」をデザイン 「空間」をデザイン

(1)教育研究の活性化

①質の高い教育研究環境の確保
②パブリックスペースの充実

(２)地域・社会との共生

①連携拠点の形成
②景観の形成

(３)サステイナブル・キャンパスへの転換

①地球環境に配慮したキャンパス形成
②既存資源の戦略的な管理運営

(４)安全・安心なキャンパスの確保

①健全な環境の確保
②多様な利用者に対する配慮
③安全性に対する配慮

３．地域社会、産業界に期待される取組

【基本的視点】
キャンパスを創造的に再生していくための４つのデザインとその実践により，キャンパスの価値を最大限引き出す

全人的な
人格形成を促す

社会に開く 個性・特色を表す 交流を育む 時代を紡ぐ
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関連資料

１．キャンパスに関する取組と今日的課題 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30

（これまでの国としての取組）

1 大学の目的

2 中央教育審議会大学分科会における議論のまとめ

3 「国立学校施設整備計画指針」の概要

4 「戦略的なキャンパスマスタープランづくりの手引き」の概要

5 「知の拠点」の概要①

6 「知の拠点」の概要②

7 計画的整備の推進

（大学改革への対応）

8 国立大学改革のロードマップ

9 多様な大学間連携（制度的なイメージ）

10 「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて」の概要

11 キャンパスの課題

12 大学ＣＯＣ機能の強化

13 キャンパスの地域への拡大

（社会的要請への対応）

14 東日本大震災におけるキャンパスの被害と課題

15 「防災対策推進検討会議最終報告」の概要

16 防災公園の整備（国土交通省資料）

17 国立大学におけるエネルギー使用量の現状

18 国立大学における二酸化炭素排出量の現状

19 施設整備予算額の推移

20 基幹環境整備費の推移
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２．キャンパスの目指すべき方向性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40

（キャンパスに求められる基本的機能・役割）

1 【東京大学・本郷キャンパス】大学の役割を支える場

2 【東京大学・本郷キャンパス】キャンパスを特徴付ける場

3 【東京海洋大学・品川キャンパス】大学の役割を支える場

4 【東京海洋大学・品川キャンパス】キャンパスを特徴付ける場

（キャンパスの目指すべき方向性）

5 キャンパスの質的向上の例

6 開かれたキャンパスの例（地域と大学の協働によるまちづくり）

1 キャンパスに関する教育関係法令

2 キャンパスに関する審議会等の答申等①

3 キャンパスに関する審議会等の答申等②

4 １８歳人口、進学率等の推移

5 国立大学の学生数（大学別）

6 国立大学法人における学生定員の推移

7 高等教育の国際化

8 産学連携の推進

9 国公私立大学の土地・建物面積

10 国立大学等の土地利用状況

11 キャンパスの満足度

12 国立大学等の施設整備に関する指針等

13 国立大学における維持管理費の実績

14 国立大学におけるエネルギー使用量の状況（詳細）

３．関連データ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43
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（大学）

第７条 大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新た

な知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。

２ 大学については、自主性・自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければ

ならない。

○ 教育基本法（平成１８年１２月全部改正）

1 大学の目的

１．キャンパスに関する取組と今日的課題

（目的）

第１条 この法律は、大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、我が国の高等教育及

び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図るため、国立大学を設置して教育研究を行う国立大学

法人の組織及び運営並びに大学共同利用機関を設置して大学の共同利用に供する大学共同利用

機関法人の組織及び運用について定めることを目的とする。

○ 国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号）

2 中央教育審議会大学分科会における議論のまとめ

空地・運動場に関する特区制度の全国化について（議論のまとめ）
平成24年3月7日 中央教育審議会大学分科会（第１０３回） 配付資料

大学のキャンパスに求められる機能・役割について

○ キャンパスは，質の高い教育研究活動や，学生支援，学生の発意に基づく様々な活動のために

必要な空間を保障するもので，知的，道徳的及び応用的能力を展開させ，豊かな人間性を涵養

するために必要な大学の構成要素である。具体的には，

・質の高い授業を通じた広い知識と高い専門性を育む教育研究活動を支え，学生の学修の定着

を図り，高度な学術研究を行う空間として, 

・多様な資質能力と興味関心，背景を有する学生と教職員等の当該大学の構成員が，集団又は

個人で，多様な活動や交流を行う全人的な人格形成を促すために必要な空間として，

・開かれた大学として，地域の住民など，学生と教職員以外に開かれた公共性のある空間として，

の機能・役割がある。

１．キャンパスに関する取組と今日的課題
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１．高度化・多様化する教育・研究に対応できる施設の整備

高度化・多様化する教育・研究に適切に対応できる環境を

整備する観点に立ち、各大学等の目指す教育・研究内容に

ふさわしい施設の機能や質的水準を備えるとともに、変化に

対応できる柔軟性を持った施設とすること。

２．人間性・文化性豊かな環境の創造

大学等には、知的創造活動の場として、これを支えかつ活

性化させるための適切な環境が必要であり、その環境は、人

間性・文化性に配慮したゆとりと潤いのある豊かなものとする

こと。

３．広く社会に開かれたキャンパスの整備

高度な教育・研究機能を持つ大学等は、世界に開かれた情

報発信拠点として、また、地域に開かれた学習・研究の場とし

ての役割が求められている。

これらの点に配慮した、社会に開かれたキャンパスとするこ

と。

3 「国立学校施設整備計画指針（平成６年５月 文教施設部長決裁）」の概要

１．教育・研究との一体性のある施設づくり

（１）多様な施設の機能・質的水準の確保
（２）教育・研究の変化に対する配慮

２．教育・研究の活性化を促す環境づくり

（１）教育・研究を支える様々な活動に対する配慮
（２）コミュニケーションの場の確保
（３）知的創造活動の場にふさわしい環境づくり

３．健康的で安全な施設づくり

（１）健康的かつ快適な環境の確保
（２）安全性に対する配慮
（３）高齢者や身体障害者等に対する配慮

４．景観に配慮した施設づくり

（１）群として調和のある景観の形成
（２）自然環境や周辺環境との調和に対する配慮

５．環境保全に配慮した施設づくり

６．情報通信・処理機能の導入に配慮した施設づくり

７．良好な教育・研究環境の維持

【第１章】施設整備における基本的視点 【第２章】施設整備における基本的な留意事項

各大学等における教育・研究活動を始めとする様々な活動にふさわしい施設を整備するとともに、良好なキャンパス
環境の形成に資するため、施設整備に関する計画の策定において考慮すべき基本的事項を提示

１．キャンパスに関する取組と今日的課題

4 「戦略的なキャンパスマスタープランづくりの手引き（平成２２年３月）」の概要

キャンパスマスタープランの作成方法について解説するとともに、キャンパスマスタープランの先進的事例等を紹介

【基本編】

１．キャンパスマスタープランの必要性

○ キャンパスの計画的整備の必要性

○ 戦略的なキャンパスマスタープラン

○ キャンパスマスタープランの役割と効果

２．キャンパスマスタープランの策定

○ キャンパスマスタープラン策定の流れ

○ アカデミックプラン及び経営戦略との関連性

○ キャンパスの現状把握

○ キャンパスマスタープランの構成

○ キャンパスマスタープランの公表

○ キャンパスマスタープランの策定を担う体制の確立

３．キャンパスマスタープランの実現に向けた取組

○ キャンパスマスタープランに基づく事業の推進に関する考え方

○ キャンパス整備による教育研究等への整備効果の公表

○ キャンパスマスタープランの策定等と実現を担う人材育成

４．キャンパスマスタープランの成長

１．キャンパスマスタープランの策定プロセス

・策定プロセスの留意点
・キャンパスマスタープランの合意形成

【実践編】

２．基本方針の
策定

３．整備方針・
活用方針
の策定

５．キャンパスマスタープランの実現に向けた取組

４．部門別計画
の策定

アカデミックプラン 現状把握経営戦略

基本方針

整備方針・活用方針

部門別計画

公表

合意形成

キャンパス
マスタープラン

１．キャンパスに関する取組と今日的課題
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5 「知の拠点－我が国の未来を拓く国立大学法人等施設の整備充実について 」の概要①

平成２３年８月 今後の国立大学法人等施設の整備充実に関する調査研究協力者会議最終報告

～目指すべき姿は、教育研究活動に求められる機能と各国立大学法人等の個性を踏まえた施設～

◆地球環境問題への貢献 （持続的発展が可能なキャンパス整備、再生可能エネルギーの積極的導入等）

◆地域貢献の推進 （生涯学習機能の充実、地域医療の拠点形成、バリアフリーなど安全性への配慮 等）

◆国際化の推進 （キャンパスの国際化、留学生・外国人研究者等への対応 等）

◆魅力あるキャンパス環境の充実 （キャンパス環境の調和・個性化、学生生活を支える施設の充実 等）

◆産学官連携の強化 （地方公共団体、産業界等との連携・協力、多様なスペース確保の取組 等）

◆研究機能の発展 （卓越した研究拠点形成、イノベーション創出への対応、プロジェクト研究等への対応等）

◆教育機能の発展 （大学等の独自の特性を生かした多様な教育研究ニーズへの対応 等）

１．今後の国立大学法人等施設の目指すべき姿１．今後の国立大学法人等施設の目指すべき姿

３．国及び国立大学法人等の連携・協力３．国及び国立大学法人等の連携・協力

・国立大学法人等全体の施設整備計画の策定

・施設整備に必要となる財源の確保

・事業の評価・採択の透明化、国民への説明

・各法人の円滑な施設マネジメントへの支援 等

＜国の役割＞

・長期的な視点に立ったキャンパス計画の策定

・多様な財源を活用した施設整備の実施

・入札及び契約の適正化、事業の競争性確保

・経営的視点に立った施設マネジメントの推進 等

＜国立大学法人等の役割＞

連携・協力

～国と国立大学法人等が各々の役割を適切に果たし、一層の連携・協力の強化が必要～

２．長期的視点に立った施設整備２．長期的視点に立った施設整備

～各国立大学法人等の将来のビジョンを具現化するには、長期的視点に立った施設整備が必要～

◆定常的に発生する老朽施設には、戦略的な施設マネジメントや機能の更新・保全が必要

◆長期的視点に立ったキャンパスマスターブランを策定し、計画的に施設を整備することが必要

今後の国立大学法人等施設整備の在り方（概要）

今後の国立大学法人等の施設整備の在り方や中長期的な対応方策を提言

１．キャンパスに関する取組と今日的課題

6 「知の拠点－我が国の未来を拓く国立大学法人等施設の整備充実について 」の概要②

・厳しい財政状況の中で効果的かつ効率的な施設整備を進めるために、国は重点的な整備が必要な施設を明確化。
・その整備に係る目標及びシステム改革の取組を取り込んだ次期５か年間（H23～27年度）の施設整備計画を策
定することが必要。

１．中長期視点に立った計画的・重点的な施設整備の推進１．中長期視点に立った計画的・重点的な施設整備の推進

３．重点的な施設整備の内容３．重点的な施設整備の内容

２．計画的・重点的な施設整備の基本的な考え方２．計画的・重点的な施設整備の基本的な考え方

◆３Ｓの推進

・質的向上への戦略的整備 ‒Strategy -
個性や特色を発揮して教育研究を活性化する環境の整備

・地球環境に配慮した教育研究環境の実現 ‒Sustainability -
省資源・省エネルギーの推進、老朽施設のエコ再生、
再生可能エネルギーの導入推進

・安全な教育研究環境の確保 ‒Safety -
建物の耐震化、非構造部材の耐震対策、基幹設備（ライフライン）の改善

４．システム改革の推進４．システム改革の推進

◆長期的視点に立った整備の推進

・キャンパスマスタープランの策定・充実
キャンパス全体の整備計画の策定・充実

・システム改革の推進
施設マネジメント（既存施設の有効活用等）
多様な財源を活用した施設整備

老朽改善整備（約400万㎡） 防災機能強化、教育研究の基盤としての質を確保

狭隘解消整備（約80万㎡） 教育研究の高度化・多様化に伴い必要となるスペースを確保

大学附属病院の再生（約70万㎡） 再開発整備の着実な実施、最先端医療・地域医療への対応

◆施設マネジメントの推進

◆多様な財源を活用した施設整備

今後の国立大学法人等施設整備における中長期的な対応方策（概要）

１．キャンパスに関する取組と今日的課題
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平成8
～12年度

第１期 科学技術基本計画

第２期 科学技術基本計画

第３期 科学技術基本計画

平成13
～17年度

平成18
～22年度

「大学等の施設整備を最重要課題とし施設整備計
画を策定し、計画的に実施」

国立大学等施設緊急整備５か年計画

第２次国立大学等施設緊急整備５か年計画

「老朽化施設の再生を中心とした施設整備計画を
策定し、計画的に整備」

「大学等の老朽化・狭隘化する施設を計画的に整備」

国 立 大 学 法 人 等 の
施 設 整 備 施 策

（平成８年７月２日 閣議決定）

（平成１３年３月３０日 閣議決定）

（平成１８年３月２８日 閣議決定）

整備目標 約600万㎡（達成率約71％）

整備目標 約540万㎡（達成率約90％）

科学技術基本計画を受け、計画的に整備

（平成１３年４月１８日 文部科学省）

（平成１８年４月１８日 文部科学省）

科 学 技 術 基 本 法 に 基 づ く
科 学 技 術 政 策

「重点的に整備すべき施設等に関する国立大学
法人全体の施設整備計画を策定し、安定的、継
続的な整備が可能となるよう支援の充実を図
る」

平成23
～27年度

第４期 科学技術基本計画
（平成２３年８月１９日 閣議決定）

第３次国立大学法人等施設整備
５か年計画

（平成２３年８月２８日 文部科学大臣決定）

◇整備目標 約550万㎡

◇システム改革
施設マネジメントや多様な財源を活用した施設整備

などのシステム改革の取組を一層推進する

7 計画的整備の推進

１．キャンパスに関する取組と今日的課題

8 国立大学改革のロードマップ

１．キャンパスに関する取組と今日的課題

国として改革の方向性を提示

国立大学改革基本方針
《２４年度中》

教員養成、医学、工学のミッションの
再定義
→大学・学部の設置目的を明確化し、
公的教育機関としての存在意義を
「見える化」

改革の基本方針の提示

改革モデルの先行実施
改革の集中実施期間

国
立
大
学
の
新
体
制
構
築
、
機
能
強
化
に
向
け
た
改
革
の
加
速
化

国立大学改革の先行実施 国立大学改革強化推進事業
（Ｈ24年度予算：138億円）

（取組のイメージ）
・研究面での最高水準の拠点形成
・機能別・地域別の大学群形成に向けた連合連携

・効率的な大学運営のための事務処理共同化

大胆な改革を重点的に支援

・教育の質保証と
個性・特色の明確化

・大学運営の高度化

24年度 25年度

※国立大学改革プランを踏まえた第三期中期目標の策定・中期計画の認可へ

26年度～

国立大学改革プランの策定
《２５年央まで》

大学ごとにミッションを再定義し
改革の工程を確定※

全大学・学部のミッションの再定義

改革促進のためのシステム改革の加速

大学の枠・学部の枠を越えた再編成等へ

改革促進のためのシステム改革
○大学関係予算の戦略的・重点的支援
→各種指標を踏まえて支援対象を

絞り込み、重点的に支援
○大学間連携、組織改革の促進
→国立大学改革強化推進事業により大
胆な改革を重点的に支援 （例） ・「リサーチ･ユニバーシティ」群の強化

・機能別・地域別の大学群の形成

○予算の戦略的・重点的支援の拡大
○必要な制度改正の検討、提案
（例） ・多様な大学間連携の制度的選択

（一法人複数大学（アンブレラ方式）等）
・国立大学法人の評価の在り方
・財務上の規制緩和
・国立大学のガバナンスの強化

国立大学改革 【ロードマップ】
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9 多様な大学間連携（制度的なイメージ）

１．キャンパスに関する取組と今日的課題

Ⅰ．戦略的な国際展開のための大学連携の促進 Ⅱ．連携のための多様な制度的枠組みの整備

◆ 大学の機能を再構築し、強化する視点から、連携方策を拡大。
◆ 大学の主体的判断により、これまでできなかった取り組みが可能となるよう検討。

一法人の下で、スケールメリットを生かしてさら
なる学生サービスの改善、教育環境の充実など
を可能とする

例えば、地域の国立大学、公立大学等が共同で教
育研究組織（教養教育、共同研究所等）を 設置し、
多様な教育研究を可能にする

国内大学と海外大学との共同による新たな学部
の設置など多様な連携を推進し、グローバル化を
加速する

国内
A大学

海外
B大学

連携

新たな教育組織

教員派遣
カリキュラム
教材提供

国際展開

呼び込み

連携

新共同学部研究科

教員派遣
カリキュラム
教材提供

国内
A大学

海外
B大学

出資

教養教育実践センター
（仮称）

国立大学 公立大学 私立大学

国内大学と海外大学の本格的連携 国立大学の一法人複数大学方式
（例えば、地域や機能別）

国公私立大学等の共同による
教育研究組織の設置

新国立大学法人

A大学 B大学

Ｃ大学

現状

・これまでも、教育課程の共同実施制度の導入や、同一都府県内にある国立大学同士の統合等の取組は実施
・大学の機能（国際競争力のある人材育成・知的基盤の形成等）の一層の強化のためには、さらに多様な大学間連携が必要

国立大学改革 【多様な大学間連携（制度的イメージ）】

10 「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて」の概要
新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて

～生涯学び続け、主体的に考える力を育成する大学へ～（答申）
（平成２４年８月 中央教育審議会第８２回総会）

１．キャンパスに関する取組と今日的課題
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キャンパスマスタープランに関するアンケートにおいて、キャンパスの課題については、「学生の憩える空間」の確保、
「駐車場等」の確保、「構内交通安全」への対応、「自学自習スペース」の確保といった課題を挙げている大学が多い。

11 キャンパスの課題

【キャンパスの課題】
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出典：文部科学省「キャンパスマスタープランに関するアンケート」（平成24年7月）より作成

【キャンパスに対する意見】

（学生）
「屋内の休憩スペースに不満を感じている。」「キャンパスの印象は
殺風景である。」「広場、カフェ、食堂・売店を充実してほしい。」「こ
のキャンパスは人との出会いがあり、楽しい。」

（教職員）
「学生の居場所がない。」「図書館機能にラーニングコモンズが必
要。」「駐車場確保が課題。」

（卒業生）
「国や世代、企業・地域・大学間の壁を取り払い、徹底的にオープ
ンで、多様な交流が生まれる環境を作ってほしい。」「人間形成は
大学時代において大切なこと、大学からも学生に様々な出会い・つ
きあいの場を提供してあげてほしい。」

（行政）
「セキュリティの問題はあるが、区の散歩コースにキャンパスも組
み込み市民を招くとよいのでは。」「大学の持つシーズは不可欠、
これからも産学官連携では、継続的協力を。」

（連携企業）
「地域の企業も教育資源として力になりたい。」

（周辺住民）
「地域の高齢者の方は、学生と話す機会があるとうれしい。」「高校
生や中学生が気軽に入れる場所になってほしい。」

１．キャンパスに関する取組と今日的課題

12 大学ＣＯＣ（Center of Community）機能の強化

○ 学生による地域の子ども達への支援や、商店街活
性化などの活動。

○ 震災や原発事故などの災害による影響や改善策に
ついての調査研究。
例）避難所や仮設住宅で暮らす子ども達の学習・遊び支援
（福島大学）

○ 地元企業が直面している技術開発上の課題に対す
る助言、地域の特産である農産物の栽培方法や品種
改良など、地域に対する研究成果の還元。

○ 研究成果の社会実装に向けた産学連携拠点の構
築と産学連携機能の高度化・ネットワーク化。

○ 受諾研究や共同研究など、地域の企業等の個別
ニーズに対応した研究開発。

○ 社会人のニーズに対応したキャリア・アップ、就業
等学びの場の提供による社会人学生の受け入れなど、
社会人に対する学び直しの場を提供。
例）結婚を機に退職した教員や看護師が、大学の講座を受講して

再び職場に復帰。

○ 超高齢化社会に対応した学びや交流の場を提供。

○地域の産業界と連携した研修等を提供。

例）地域づくり考房「ゆめ」による外国籍児童との交流活動
（松本大学）

地域人材の育成・雇用機会の創出 地域活性化・地域支援の取組み 産学連携・地場産業の振興

○ 大学の教育研究が、社会の課題解決に十分応えていない。
○ 大学の教育研究がより現実的な課題を直視したものになる。また、

地域社会の大学に対する理解が進む。

【これまでの大学に対する批判】

○ 学生が大学で学んだことが、社会に出てから役立っていない。

○ ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ等を通じて、学生が社会の現実の課題解決に参加す
ることで実践力を育成。学修する意欲も刺激。

○ 地域と教員個々人のつながりはあっても、大学が組織として地
域との連携に臨んでいない。

○ 大学が組織として地域と連携することで、大学の様々な資源が有
機的に結合。課題解決に向けた教育研究活動も活性化。

【支援対象】
地域の課題解決につながる、特に優れた教育研究活動。

【支援方法】
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ策定経費、ｼｽﾃﾑ整備費、人件費（TA・RA経費）等

目標

背景

課題解決
地域貢献

大学の教育研究
機能の向上

大
学

地
域

現実的な課題解決に参画
学生にとって生の学習素材

課題解決で得た知見を研究に反映
学生の学修意欲向上

地域だけで解決できない課
題を大学と共同で解決

成果のﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

課題解決

ＣＯＣ拠点へ

自治体、ＮＰＯ法人、専門学校、
小・中・高校等と連携

学
生
が
主
体
的
に
学
び
、
次
代
を
生

き
抜
く
力
を
育
む
こ
と
を
前
提
に

大学等（短大・高専を含む）が、地域の課題を直視して解決にあた
る取組を支援し、大学の地域貢献に対する意識を高め、その教育
研究機能の強化を図る。

【大学が地域の課題解決に取り組む意義・効果】

１．キャンパスに関する取組と今日的課題
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13 キャンパスの地域への拡大
地域の教育・文化等の振興と大学キャンパスの発展

１．キャンパスに関する取組と今日的課題

ソフトとハードを組み合わせた総合的な防災機能強化の必要性を再認識

▲構造部材の被害 ▲非構造部材の被害

▲基幹設備(ﾗｲﾌﾗｲﾝ)の被害 ▲津波による建物等の被害

・構造部材の耐震化

・非構造部材の耐震対策の強化

・実験研究設備の防災対策の強化

・基幹設備(ライフライン)の改善促進

・停電時に必要最小限の電力等を確保できる環境づくり

・津波被害の減災に向けた取組

・省資源・省エネルギーの更なる推進

14 東日本大震災におけるキャンパスの被害と課題

１．キャンパスに関する取組と今日的課題
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15 「防災対策推進検討会議最終報告」の概要

■第３章 今後重点的に取り組むべき事項～防災政策の基本原則を踏まえて～

第１節 災害から生命を守り、被災者の暮らしを支え・再生する取組

（１）災害から生命を守るための初動対応

③安全で確実な避難

○高齢化、人口減少が進む中で、学校、公民館等の社会教育施設、社会福祉施設等を地域住民の交流拠点とし

て整備を進め、これらを緊急時の避難場所として活用し、災害時の避難が容易となるようにするとともに、避難

場所と位置付けられる学校等に、備蓄倉庫、通信設備の整備等を進めるべきである。

⑤救命・医療活動

○被災地では、多数の負傷者への対応が迅速に求められることから、災害拠点病院を始め被災地内外の医療機

関の間で、より有効な災害時医療活動が展開できるよう、対応する患者の分担などの連携方策をあらかじめ構

築すべきである。

第３節 災害を予防するための多面的な取組

（３）災害に強い国土・地域・まちの構築

○住宅・学校・病院等の建築物やライフライン、インフラ施設等の構造物の耐震化を引き続き推進するとともに、天

井材等の建築物の非構造部材の脱落防止対策、家具の転倒防止対策についても推進すべきである。

防災対策推進検討会議 最終報告
平成24年7月31日 中央防災会議防災対策推進検討会議

１．キャンパスに関する取組と今日的課題

16 防災公園の整備（国土交通省資料）

地震災害時に復旧・復興拠点や復旧のための生活物資等の中継基地等となる防災拠点、周辺地区からの避難者や帰宅困難者を収容
し、市街地火災等から避難者の生命を保護する避難地等となる都市公園等について、緊急に整備を推進。

■事業の概要

■防災公園の整備

機能区分 役割 公園種別 面積等

一次避難地
大震火災等の災害が発生した場合において主と
して一時的避難の用に供する都市公園

近隣公園
地区公園 等

面積
2ha以上

避難路
広域避難地又はこれに準ずる安全な場所へ通
ずる避難路となる都市公園

緑道 等
幅員
10m以上

広域避難地
大震火災等の災害が発生した場合において広
域的避難の用に供する都市公園

都市基幹公園
広域公園 等

面積
10ha以上

広域防災拠点
主として広域的な復旧・復興活動の拠点となる
都市公園

広域公園 等
面積
概ね50ha以上

○地域防災計画に位置付けられている避難地、避難路、広域防災拠点等となる都市公園の整備を重点的に支援

■予算制度

○社会資本整備総合交付金 （国費率 用地費１／３、施設費１／２）

発災時の食糧の備蓄、及び
救助等に必要な器具を保管
する施設

備蓄倉庫
災害によって水道等のライフ
ラインが断絶した場合の当面
の飲料水や消防用水の確保
をする施設

耐震性貯水槽

●災害応急対策施設

○災害発生時に住民が安全に避難できるよう備蓄倉庫や耐震性貯水槽などの災害応急対策施設の整備を推進

屋外スピーカー等、避難者等
への災害や物資の配給等に
関する情報の発信を行う施設

放送施設

出典：国土交通省作成資料
※第３回検討会配付資料を一部変更（整備事例を削除）

１．キャンパスに関する取組と今日的課題
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大学別エネルギー使用状況
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17 国立大学におけるエネルギー使用量の現状

出典：平成23年度 文部科学省調べ

（平成２２年度）

【参考】エネルギー消費原単位による用途別の比較
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物販店

飲食店
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事務所

大学等

中学校

小学校

床面積あたり一次エネルギー消費量（MJ/年・㎡）

電力 ガス 石油

3225

2923

2918

2399

2212

1936

1209

302

292
小中学校の一次エネルギー消費量は、大学等の1/4、

事務所から物販店など業務系建物の1/4から1/10

エネルギー消費原単位：
エネルギー使用量を、「生産数量又は建物床面積その他エネルギー使用量と密接な
関係を持つ値」で除したもの（この表では、建物床面積で算出）

１次エネルギー ：
建物で使用する電力・ガス・石油等のエネルギーを、天然ガス・石油等の一次化石燃
料レベルでのエネルギーに換算したもの。

（学問系統）

（出典）国立教育政策研究所 文教施設研究センター調べ（2006年度値） 及び日本ビルエネルギー
総合技術管理協会調査結果（2003年度値）により伊香賀委員作成
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二酸化炭素排出量
【H22の降順】
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※「0t・CO2」 は省エネ法の定期報告書の提出が不要な大学を示す。

18 国立大学における二酸化炭素排出量の現状

出典：平成23年度 文部科学省調べ

【参考】
大学別二酸化炭素排出状況
（平成２２年度）
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19 施設整備費予算額の推移
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1,554 1,584

2,078

1,768 1,789

1,439

983

1,585

施設整備費補助金（補正予算額等）

財政融資資金

施設整備費補助金等（当初予算額）

（単位：億円）

1,423
1,333

復興特別
会計

～
～

※１ 平成16年度補正予算額は、新潟県中越地震等における災害復旧費（89億円）を含む。
※２ 平成22年度補正予算額は、経済危機対応・地域活性化予備費使用額（41億円）を含む。
※３ 平成23年度補正予算額は、東日本大震災における災害復旧費（375億円）を含む。
※４ 平成24年度当初予算（復興特別会計）は、東日本大震災における災害復旧費（46億円）を含む。

第１次国立大学等施設
緊急整備５か年計画期間

第２期科学技術基本計画 第３期科学技術基本計画 第４期科学技術基本計画

第２次国立大学等施設
緊急整備５か年計画期間

第３次国立大学法人等
施設整備５か年計画期間

１．キャンパスに関する取組と今日的課題

20 基幹環境整備費の推移
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施設整備費予算額のうち、基幹環境整備事業分の予算額の推移。

基幹環境整備の内容は、主として、基幹設備、ライフラインの更新や屋外環境の整備。

（億円）

施設整備費予算額、基幹環境整備費の推移
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0m 50m 100m

1 【東京大学・本郷キャンパス】大学の役割を支える場

所在地 敷地面積 建物面積 延べ面積 建ぺい率 容積率 学生数 学部名

東京都文京区本郷7-3-1 561.074㎡ 179,302㎡ 950,836㎡ 32.0％ 169.5％ 14,374人 文、法、経済、教育、理、農、工、医、薬

２．キャンパスの目指すべき方向性

医学部本館２号館

赤門

安田講堂

農学部３号館

三四郎池

法文１・２号館アーケード

図書館前広場工学部１号館

2 【東京大学・本郷キャンパス】キャンパスを特徴付ける場

２．キャンパスの目指すべき方向性
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3 【東京海洋大学・品川キャンパス】大学の役割を支える場
東京海洋大学品川キャンパス ゾーニング図

所在地 敷地面積 建物面積 延べ面積 建ぺい率 容積率 学生数 学部名

東京都港区港南4-5-7 143,770㎡ 25,040㎡ 61,422㎡ 17.0％ 43.0％ 1,831人 海洋科学部

２．キャンパスの目指すべき方向性

4 【東京海洋大学・品川キャンパス】キャンパスを特徴付ける場

２．キャンパスの目指すべき方向性
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5 キャンパスの質的向上の例

２．キャンパスの目指すべき方向性

6 開かれたキャンパスの例（地域と大学の協働によるまちづくり）

出典：「柏の葉国際キャンパスタウン構想」（平成20年3月 柏の葉国際キャンパスタウン構想検討委員会）

柏の葉 国際キャンパスタウン構想（千葉県＋柏市＋千葉大学＋東京大学）

２．キャンパスの目指すべき方向性
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